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【参考】災害対応の流れ（災害対策マニュアル第Ⅱ部第１章 P.6） 

所属部署 所属部署外

災害発生からの病院対応フローチャート

急
性
期

復
旧
期

通常診療

【第１回災害対策会議後から診療再開に向けた急性期活動】
多数傷病者受け入れ、医療班派遣、被災地からの受け入れ（後方支援）など…

【一部診療再開から通常診療に至るまでの期間】
継続的な医療班派遣、一部の外来診療再開、外来診療棟の修復など…

対応
期間

初
動
期

経過時
間目安

5分

0分

15分

30分

院内各部門
災害対策本部 院外

発災時報告

災害レベルに応じた

傷病者受け入れ準備

【新設部門の設置】

・トリアージポスト・診療エリア

・ID付与センター

・職員派遣センター

・ボランティアセンター

第1回災害対策会議開催

アクションカードに

沿って対応

周囲の人の安全確

保、救急・応急

処置などに協力

①自分自身の安全確保

②避難経路の確認、確保

③周囲の人の安全確認、確保

病院外病院内

所属部署内 所属部署外

周囲の人の安全確保、

救急・応急処置

家族の安全・安否

確認、近隣住民の

安全確保

所属部署へ

できないできる

登院

あなたの所在は？

一時待機、

所属部署へ

状況を報告

自主登院基準
自主登院が

定時報告

病院方針決定!！

災害対策本部立ち上げ宣言

災害レベル決定・放送による院内への周知

60分

アクションカードに

沿って対応

参集
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【参考】災害レベルの決定とレベル別対応（災害対策マニュアル 

第Ⅱ部第２章１．i. P.7） 
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【参考】 

１）特殊災害（CBRNE）への対応 

災害が化学的ハザード(C)、生物学的ハザード（B）、核・放射線ハザード（RN）、爆発(E)などの

特殊災害に対応する場合、それぞれの専門家と連携を図りながら対応にあたるが、以下の点に注

意する。 

（注）C【Chemical】（化学）、B【Biological】（生物）、R【Radiological】（放射線）、 

N【Nuclear】（核）、E【Explosive】（爆発）を使用したテロや災害のことをいう 

 

○ CBRNE 災害医療対応マニュアル 

 ・CBRNE 災害については、別途「CBRNE 災害医療対応マニュアル」に定める。 

 

○緊急被ばく医療への対応 

・本院は原子力災害拠点病院であり、放射線に暴露された外傷患者等が緊急 

 搬送される可能性があるため、緊急被ばく医療専門委員会と連携して対応する。 

・被ばくした患者からの二次被ばくのリスクは極めて低く、除染を適切に行いながら治療を優先す 

 ることを理解し、病室、廊下などの養生資材、対応者個人を保護する PPE（予防衣、 

 マスク、手袋など）を準備しておく。 

・放射線除染室は臨時に設置し、院内の汚染を防ぐとともに、汚染した排水などが一般排水に 

 混ざらないように留意する。 

 

２）感染症への対応 

○一類感染症（エボラ出血熱など）への対応 

・本院は第一種感染症指定医療機関であり、一類感染症患者（疑いも含め）の受け入れに関しては、 

 感染管理室と共同して対応する。 
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【はじめに】災害対策本部の役割 

 災害発生直後、災害対策本部（以下、本部）は迅速に病院内の被災状況を把握するとともに、災害レ

ベルを決定し、職員に周知する。その後、傷病者の受け入れ、病院事業の復旧、被災地支援などを指

揮する。 

【Ⅰ】発災 ～ 本部活動の開始 

① 参集 ～ 本部の立ち上げ 

 本部の設置基準（下記【参考】参照。）を満たす災害や緊急事態が発生した場合、災害対策マニュ

アルで定められた本部要員は、東病棟４階 第 5 会議室に参集する。 

 最初に到着した者は、災害対策本部内ロッカーに設置された、構成員の担当割振を行うための参

集者の名簿（災害対策本部受付記録簿）を本部内に設置し、参集者情報の収集・とりまとめを行う。

以後の参集者は全員、災害対策本部受付記録簿へ必要事項を記入する（本部長・副本部長・災害Ｇ

Ｍが参集した際には、参集者情報の収集・とりまとめ担当者において代理記名する）。また他の本部

要員の到着や本部長の決定等を待たず、本部内全館放送設備で本部の立ち上げを通知する。（参集

者が本部の設置を開始した段階を「本部の立ち上げ」とします）また、仙台市青葉区で震度 6 弱以

上の地震が発生した場合など、必要に応じて、本部内の全館放送により発災時報告書の作成依頼の

アナウンスを行ったあと、グループウェア掲示板およびＭＬで詳細を通知する。但し、夜間・早朝

（21 時～6 時）は地震の場合を除き、放送を行わない。なお、低震度地震や CBRNE 災害などを

理由に防災監視室（警備員室）から災害対策本部設置開始の全館放送がない場合、災害 GM や救命

センター統括医師へ確認のうえ、必要に応じて、警備員室へ災害対策本部設置開始等の全館放送を

指示するとともに、グループウェア掲示板および ML で詳細を通知する。 

 

※災害対策マニュアル資料・書式集参照「緊急放送系統と一般放送系統」 

P.２２ 【資料編】参照「災害対策本部受付記録簿」、P.３４【資料編】参照「全館放送設備」、P.３

５【資料編】参照「アナウンス例文集」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】災害対策本部の設置基準 

（災害対策マニュアル第Ⅱ部第 2 章 2-ⅰ-(イ)P.1１） 

(イ)設置基準 

災害発生時には、病院長が災害対策本部の設置を判断する。平日病院長不在時は、病

院長代行が判断する。夜間休日などの病院長不在の場合は、本部長代行（高度救命救

急センター医師）と夜勤師長が協議し、災害対策本部、もしくは暫定災害対策本部を

設置する。 

＊以下の場合には、病院長判断を待たずに本部構成員は災害対策本部を設置する。 

（自動設置基準） 

① 仙台市青葉区で６弱以上の地震や、宮城県内で大津波等の大規模自然災害が発生 

した場合 

② 女川または福島原発事故、宮城県内の「CBRNE 災害」が発生した場合 

＊病院長による設置判断例 

① 本院への多数傷病者搬送が予想される時など、高度救命救急センター責任者が病 

院長に要請した場合 

例：近隣での大規模列車脱線事故の発生、蔵王山の噴火など 

② 後方支援を要するような県内の大規模災害が発生した場合 

③ 他県発生の大災害時 

例：東海地方や首都圏などで多数傷病者が発生した場合などで医療班の派遣を検 

討する必要がある場合 
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② Google アカウントの運用について 

  ・本部内で作成した資料やデータ収集のためにこれを運用する 

  ・ID、パスワード等は災害対策本部ロッカー（東病棟４階第５会議室）内に記載する。 

③ EMIS（広域災害救急医療情報システム）の運用について 

  ・院内外の医療・救護に関わる各種情報を集約・提供するために運用する。 

  ・機関コード、パスワード等は災害対策本部ロッカー（東病棟４階第５会議室）内に記載する。 

④ 備品等の設置 

  ・本部レイアウト（P.２５）に沿って机や PC などを設置する。 

  ・本部備品チェックリストを確認し、不足があれば他部署から調達する。 

  ・本部設置を開始した時点からクロノロの記載、カメラ等による撮影・記録を始める。 

   （クロノロの記載方法についてはＰ.３９～参照） 

⑤ 各担当の割当と業務内容の確認 

 各部門の代表者（事務部門においては事務部門担当副本部長および指名された事務調整担当（事務次

長・各課室長および補佐））は①において設置・作成されている災害対策本部受付記録簿及び本部構成員

一覧表（P.２０）に基づき各担当リーダーおよびメンバーを決定・指名する。その際、上記本部構成員

一覧表に定められた基本的な担当課等において欠員が生じている場合は、他課等からの代理をもって充

てる（代表者が参集していない場合、職位、経験を加味して代表者を選出する）。各担当リーダーおよび

メンバーが決定次第、各部門の代表者の号令により、全体ミーティングを実施して担当毎の業務内容を

確認のうえ、各担当リーダーを中心として業務を開始する。 

 

【参考】本部構成員の招集基準及び方法 

（災害対策マニュアル第Ⅱ部第 2 章 2-ⅰ-(キ)P.16） 

災害 

レベル 

招集される 

災害対策本部構成員 

招集方法 

広域災害（仙台市青葉

区で震度６弱以上の地

震等） 

局地災害等 

レベル 4 
災害対策本部構成員 

一覧全員 

①自主登院 

②本部構成員 ML にて招集 

③本部構成員専用問い合せ窓口を設置、本部構成員

が問い合わせる 

レベル 3 
災害対策本部構成員 

一覧全員 

①自主登院 

②本部構成員 ML にて招集 

③本部構成員専用問い合せ窓口を設置、本部構成員

が問い合わせる 

レベル 2 

災害対策本部構成員 

一覧より 

災害対策本部長が 

必要と認めたもの 

 
該当本部構成員個人に

通知 

レベル 1 

災害対策本部構成員一覧

より災害対策本部長が 

必要と認めたもの 

 
該当本部構成員個人に

通知 
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⑥ 本部の設置完了および活動開始の宣言～発災時報告書の提出要請 

・備品等の設置および本部業務の割当の完了をもって、全館放送・グループウェア・災害対策本部

構成員ＭＬにより本部の設置完了と活動開始を宣言する。その際、全館放送においては、院内全部

署へ作成した発災時報告書・定時報告書の提出をあらためて要請する。（P.３５【資料編】参照「ア

ナウンス例文集」） 

⑦ 災害レベルの決定 

  ・本部長は、発災時報告等により確認された院内の被害状況と病院周辺の被害状況などを 

   総合的に勘案し、災害レベルを決定し、全館放送で通知する。（P.３５【資料編】参照 

   「アナウンス例文集」） 

⑧ 本部会議の開催 

  ・災害レベルが決定し次第、発災１時間後を目標に第１回災害対策会議を開催する。 

  ・第２回目以降は、８：００、１６：００に定例会議を開催する。 

  ・病棟・医局など全ての部署に、代表者１名以上の参加を全館放送で呼びかける。Web 会議を開催

する場合は、災害対策本部・外来支部・災害対策本部構成員それぞれのメーリングリストへ URL を配

信する。 

  ・定例会議に参加した代表者は、会議終了後、自部署内で必要な情報を周知する。 

  ・本部庶務担当は定例会議の議事録を作成し、会議後１時間以内を目安に上記の配信先メーリング

リストおよびグループウェア掲示板へ通知する。 

⑨ 本部の解散 

  ・本部長が本部活動継続の必要がないと判断した場合、解散する。（災害対策マニュアル 

   第Ⅱ部第 2 章 2-ⅰ-(サ)P.1９） 

 

本部要員は、本部長の指揮の下、【Ⅲ】本部各担当の業務とポイント

（P.1１～１９）を参照し業務を遂行する 
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【Ⅱ】本部による情報の収集と発信 

院内 

本部は以下の報告を行うよう各部署に要請し、情報を収集・管理する。 

① 発災時報告 

・最初の発災時報告は発災後 15 分以内にアシストから入力を行う。 

・「災害時情報収集システム ACSIST」（以下、アシスト）により入力する 

 （1）部署名（例：西病棟 7 階）、連絡先（内線、PHS） 

 （2）報告者氏名、職種 

 （3）被害状況 

   （ⅰ）人的被害状況（患者、家族、医療スタッフごとに分けて記載） 

   （ⅱ）物的被害状況（例：水漏れ、壁のはがれ、ナースコール故障） 

 

② 定時報告 

・最初の定時報告は発災後 60 分以内にアシストから入力を行う。 

・被害状況は、発災時報告からの変更の有無に関わらず、アシストにより定時報告を実施する 

・定時報告の間隔は被害状況や発災からの時間経過により変動するため、本部が決定し、 

全館放送などで各部署へ指示する（例：災害急性期⇒２時間ごとに報告、災害収束期⇒1 日ごと） 

 

③アシストにて報告ができない場合の対応 

・L3（診療支援端末）が使用できないとき 

・L2（グループウェア）が使用できないとき 

   →紙媒体を災害対策本部に持参する 

    ※混線が想定されるため、電話による報告は避ける 

④  随時報告 

・人員の変動や被害状況の急変等があった場合は定時の報告とは別に随時報告する 

本部は、収集した上記の情報を集約し、院内に周知する。基本的には定例の本部会議で代表者に

伝達する形を取るが、火災発生など緊急性が高い情報については会議の開催を待たず、本部内の放

送設備を使用して速やかに情報発信を行う。 

 

院外 

本部では、発災直後の本院の方針決定や診療継続のためばかりではなく、災害拠点病院として、地

域内の病院における患者や物資等に関する情報やニーズの収集、対外的支援にむけての発信を行わな

ければならない。連絡先については本部内にあるコンタクトリストを参照すること。 

 また、各団体とのやりとりは経時的情報とすることが重要であるため、全体のクロノロに記載する

とともに、個別の記録としてフォームに記載、保存すること。 
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【Ⅲ】本部各担当の業務とポイント 

1．本部長（病院長）※病院長不在時の代行順についてはＰ.１９参照） 

○主な業務 

・本部の統括と指揮 

・本部内の各副本部長、医師代表の任命 

・災害レベルおよび病院方針の決定（P.1～4 参照） 

・政府、地方自治体、医師会等との調整および情報収受 

・他機関の DMAT や応援医療救護班の受け入れ決定 

・宮城県医療コーディネーターと協働し、支援先病院と支援方法の決定 

・定例会、本部全館放送設備による本部の活動方針の周知 

・マスコミを本部に入れるかどうか、取材に応じるかどうか等の判断 

○ポイント 

・本部長として各副本部長の任命をする。 

・業務を遂行するうえで、副本部長、外来支部長災害ゼネラルマネージャーおよび各部門代表と緊密  

 に連携を図る。 

・院内外での医療的および物的支援ニーズの把握と支援要請など、政府・自治体・各医師会・他大学 

 病院との連絡・調整を行う。 

・本院（本部）から対外的に情報発信する必要が生じた場合、マスコミへの情報の投げ込みや 

 記者会見の実施について検討し、広報担当に指示する。 

・病院の医療活動や外部からの支援体制の構築のため、災害の規模や種類に応じた病院の方針を早期 

 に決定し、内外に広く周知する。 

・本部要員の過労を防ぐため、精神的・身体的配慮を行う。 

2．本部担当副本部長（本部長の指名する副病院長１名以上） 

○主な業務 

・診療部門の統括 

・入院部門、外来部門の被害状況および診療機能の確認 

・中央診療部門（検査部、放射線部、輸血・細胞治療部、ＭＥセンター、手術部、血液浄化療法部、 

 薬剤部など）の状況把握と復旧への対応 

・ベッドコントロール業務の統括 

・搬入患者の担当病棟割振り 

 

○ポイント 

・中央診療部門・施設部の各代表者と連携し、必要な復旧のための対策をとる。 

・被災患者の搬出入に対応するため、看護部門代表・各病棟の代表医師と連携してベッドコント 

 ロールを行う。被害状況により慢性疾患、急性外傷など搬送患者が偏っている場合、専門科を 

 超えた割り振りが必要になる。 

・ライフライン等の問題から診療制限を行っている場合、通常診療再開に向けて常に病床稼働率や 

 外来患者数を把握し、定例会などで定期的に報告するなど、院内に広く周知する。 

３-1．外来支部担当副本部長（本部長の指名する副病院長１名以上） 

○主な業務 

・外来部門の状況把握および本部内での情報共有 

・外来支部への情報提供と指示・調整 

・外来および関連施設の復旧対応 



 

12 
 

○ポイント 

・外来患者の来院状況や外来診療棟の被害情報などの外来部門に関する情報を本部内で共有する。 

・外来の診療、設備に関する情報を外来支部へ通知する。 

・外来診療の中断、中止、再開に関する本部の指示を外来支部に伝達・調整する。 

・帰棟困難者への対応に関する本部の指示を伝達・調整する。 

３-2．外来支部長（本部長の指名する副病院長１名以上） 

○主な業務 

・本部と連携し、外来部門の災害対応を決定・指揮する 

 

○ポイント 

・本部決定の災害レベルに応じた対応を指示する。 

・外来の被害状況を把握する（外来職員・委託業者の勤務状況・安否、外来 

 受診患者の人数・状況、外来施設・設備の被災状況、医療機器の被災状況、帰宅困難者の状況）。 

・収集した情報を第１回災害対策会議までに外来支部担当副本部長に報告する。 

・外来の要処置患者、体調不良者、要搬送患者、独歩患者数の把握をする。 

・臨時処置室を設置する（外来診療棟 C１階移再鏡外科処置室）。 

・帰棟困難保護所を設置する（外来診療棟 A2 階中央採血室。帰棟困難入院患者）、帰棟困難者の把握 

 をする。 

・帰宅困難者待機場所の設置をする（外来診療棟 A１階。帰宅困難者）、帰宅困難者管理。 

 

4．医師部門代表（本部長の指名する副病院長１名以上） 

○主な業務 

・医師および歯科医師の統括 

・医師および歯科医師の勤務調整と管理 

・支援の必要な関連病院への医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師等の配置の統括 

・検視の歯科医師配置 

・関連学会等との調整および情報収受 

・被災地の医療ニーズの掌握と対応の検討 

 

○ポイント 

・全診療科の勤務状況や毎日の連絡当番医を管理し、定例会で報告を行う。 

・外勤スタッフや関連学会から被災地や支援ニーズに関する情報を収集し、定例会を通じて共有を 

 図る。 

・被災地における医療の需要と供給の不均衡が明らかである場合、継続的な医師派遣を行うため、 

 応援可能な医師を募集するなどの調整を行う。 

 

5．広報担当責任者（本部長の指名する者） 
〇主な業務 

・大学本部との連絡調整 

・マスコミ対応、報道、広報内容・手段の検討および指示 

・院内周知に係る統括 

 

〇ポイント 

・本部長の指示に従い、広報室と連携のうえ情報の収集・発信にかかる業務を統括する。 

・問題事項や相談事項に対して個々に対応するのみでなく、事項全体を俯瞰的にとらえることが 

 重要である。 

 

 



 

13 
 

６．災害ゼネラルマネージャー（ＧＭ）（災害対応マネジメントセンター部門長） 
〇主な業務 

・本部内における事務部門と診療部門間の調整 

・医療調整担当の統括 

・本部内での災害や医療に関する専門的なアドバイス 

・災害レベル決定のサポート 

 

〇ポイント 

・宮城県災害対策本部内医療調整本部、DMAT 調整本部、消防本部、DMAT 事務局などと連絡 

 をとり、広く情報を収集する。 

・問題事項や相談事項に対して個々に対応するのみでなく、事項全体を俯瞰的にとらえることが 

 重要である。 

７．医師代表（救命救急センター長または救命救急センター長が指名する副センター長 1 名、 

                内科系代表１名、外科系代表 2 名、歯科系代表 1 名、災害対策本部長が指名した 

        医師）  

○主な業務 

・医師部門代表業務の補佐 

 

○ポイント 

（救命救急センター長） 

・災害に関する情報を収集する（災害種類、予測される傷病者数） 

・第１回災害対策会議までに以下について情報収集を行い、報告を行う 

 →救命救急センター職員の勤務状況・安否確認 

 →救命救急センター入院・外来患者の人数・状況確認 

 →救命救急センター施設・設備の被災状況確認 

 →医療機器の被災状況の確認 

 ※本部長の災害レベル決定の補佐も行う 

  救命救急センター（内線 7950）        手術室（師長内線 7403） 

  放射線部（部長内線 7310、副部長内線 7415） 集中治療室（師長内線 7402） 

  看護部（部長内線 7550）           その他必要と判断される診療科 

～第 1 回災害対策会議終了後～ 

・受診者の把握（人数、重症度）をする 

・統括医師から対応人員の過不足を聴取する 

・必要に応じて、本部長に人員派遣を要請する 

・救命救急センターの動向を経時的に本部に報告する 

・救命救急センター職員の休息・食事・交代について検討する 

（内科系代表・外科系代表・歯科系代表） 

・第２回災害対策会議までに各診療科長に依頼し以下の情報を収集する 

 →各診療科医師の勤務状況 

 →各診療科医師の安否状況 

 →各診療科施設・設備の被災状況 

～第 2 回災害対策会議以降～ 

・以下を各診療科から情報収集する 

 →経時的な各診療科医師の勤務状況・安否 

 →各診療科から新設部門に供出できる医師の人数 

 →関連病院の被災状況（各診療科医師より） 

 →被災地の医療ニーズ（医療調整担当より） 

・以下の対応を行う 

 →新設部門への医師配置・勤務調整 

 →支援の必要な関連病院への職員派遣の検討 
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 →関連学会との調整及び情報収受 

 →被災地への医療救護班派遣の検討 

 →通常外来・予定検査・予定入院・定期手術等に関する診療科内での意見の取りまとめ、各診療科 

  への患者連絡先リスト等の作成依頼 

８．薬剤部門代表（薬剤部長または薬剤部長が指名する副薬剤部長 1 名） 

○主な業務 

・薬剤部の統括 

・薬剤部職員の安否確認 

・薬剤部職員の勤務調整と管理 

・医薬品の在庫状況や流通の把握 

○ポイント 

・発災後、速やかに薬剤部職員の安否確認を行う。 

・経理課、医薬品卸と共同して医薬品の在庫や流通の状況を確認し、医薬品の調達を図る。 

・医薬品の在庫状況を踏まえ、院内の処方に関する方針を決定する。 

・関連学会等から被災地の医薬品ニーズに関する情報を得た場合、本部長の判断や医薬品の在庫状況   

 を踏まえ、医薬品の支援計画を立てる。 

９．看護部門代表（看護管理室） 

○主な業務 

・看護部門の統括 

・患者および看護職員の安否確認 

・看護職員の勤務調整と管理 

・ベッドコントロールによる空床の確保と院内ベッド状況の把握 

・被災地での看護ニーズの掌握と対応の検討 

 

○ポイント 

・発災後、速やかに看護職員の安否確認を行う。 

・部署ごとの繁忙度に差異が生じることが考えられるため、必要に応じた応援や緊急の増員をする。 

 また、職員の食事・休息・交代の状況についてもあわせて管理する。 

１０．診療技術部門代表（診療技術部長または診療技術部長が指名する診療技術職員 1 名） 

○主な業務 

・診療技術部門の統括 

・診療技術部職員の安否確認 

・診療技術部職員の勤務調整と管理 

・X 線装置、MRI 装置の稼働状況の確認および管理 

・栄養管理室を通じた患者食の状況把握 

○ポイント 

・発災後、速やかに診療技術部職員の安否確認を行う。 

・施設担当と共同し、本院への給電状況を踏まえて X 線装置等の稼働を検討する。 

・栄養管理室と共同し、給電状況、ガスの供給状況を踏まえて患者食について検討する。 

11．事務部門担当副本部長（事務部長（不在時は事務次長、総務課長、その他の課長・室長）） 

○主な業務 

・病院機能の把握 

・本部内事務調整担当の任命 

・本部内事務調整担当の統括 

・事務的業務における方針決定および判断 
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・支援の受入・提供、マスコミ対応など対外的な調整の統括 

・東北大学他部局への人的・物的支援の要請検討 

○ポイント 

・本部内事務調整担当の任命は、原則として常勤職員の、より職位の高い職員から行う。その後、 

 事務調整担当以下と協調し、本部機能継続のため勤務シフト等について検討する。 

・本部内事務各担当が受けた依頼等に、進めるにあたって事務として方針の決定や判断が必要な 

 事項があれば、事務調整担当と（必要に応じ、本部長と）協議し、決定、判断する。 

・マスコミからの取材依頼への対応は広報担当に一任し、進捗や経過の報告を受け、把握する。 

・震災時は、大量の支援物資の搬送や仕分けなど、誰でも対応可能で、かつ多くの人員を要する作業 

 が生じるため、必要と状況に応じ、他部局に対する人的支援の要請を検討する。 

・クロノロに記載された情報の経過を定期的に確認、もしくはそれを基に指示するなど、本部内の 

 情報の変遷に注視する。 

・外部からの支援物資の受入や、被災地への物資の提供などの調整を行うにあたって、情報や 

 相手方の連絡先のデータベース化や、経過の管理などを情報担当と連携しながら行う。 

 

12．事務調整担当（事務部門担当副本部長が指名する 2 名以上の事務次長、各課・室長または補

佐） 

○主な業務 

・事務部門代表の業務補佐 

・本部および本部外担当事務職員の調整 

・定例会議事録の校閲 

・通信機器の配備状況の確認 

 

○ポイント 

・配車担当にトランシーバーと PHS の配備状況の確認をする。 

・発災直後、各機関との連絡調整等にあたる事務部門代表の繁忙期において、本部内事務職員の 

 指揮や調整を行う。 

・本部内の立場は事務部門代表の指揮下にあるが、本部長等上位者や、事務職員各担当等下位者に 

 とっては事務部門代表と非常に近い立場であるため、上位者からの指示や下位者からの報告があれ 

 ば、事務部門代表とともにそれを受ける。 

・本部定例会議が開催された場合、本部庶務担当が作成した議事録をグループウェアに掲示する前に

必ず校閲する。 

 

13．庶務担当（事務調整担当が指名する総務課職員またはその他事務職員 6 名以上） 

○主な業務 

・本部内の放送設備を使用した全館放送 

・災害対策定例会議の議事録作成 

・主担当が明確でない本部内の諸業務（ホワイトボード記載、伝令 など） 

・その他の各担当の補助 

・電話対応（外来支部との連絡は専用回線 8667 を使用） 

・ホワイトボード記載（時系列活動記録（以下クロノロ）、連絡先など） 

○ポイント 

 

・会議開催時は本部物品の IC レコーダーを使用し、録音する。 

・作成した会議議事録はグループウェアの掲示板を通じて全職員に配信する。 

・電話対応やクロノロ記載を行ううえで、対応時刻、相手先の詳細、回答期限、経過などを 

 明確にする。 

・電話内容が、マスコミの取材依頼など広報に関する事項であれば、広報担当に取り次ぐ。 
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・クロノロはホワイトボードへの記載と並行して定期的にカメラで撮影してデータ化し、保存する。 

 ホワイトボードがいっぱいになった時点で古い順番から削除し、うまくローテーションできるよう 

 に配慮する。 

・クロノロには、上記の本部長・本部長補佐、各代表、部門担当の責任者を通過した情報を記載 

 する。自分が電話を受けて、誰にも報告せずクロノロに記載してはならない。従って、電話対応者 

 とクロノロ記載者は別個に分担のうえ、事務調整担当と情報共有しつつ対応する。 

・全館放送を行う場合、配信先、放送内容に注意を払う。 

14．情報担当（事務調整担当が指名する医療情報管理課職員またはその他事務職員４名以上） 

○主な業務 

・アシスト（発災時報告・定時報告）を用いた院内の情報収集 

・内部の支援ニーズなど、本部に集まる上記以外の各種情報の整理 

・データ化した情報の本部内での共有とグループウェアによる全館への配信 

○ポイント 

・本部に集まる膨大な情報を継時的に整理する。 

・MITC との連携を図りながら LAN の被害状況把握と復旧に向けた対策を行う。 

・アシストは定期的に確認し、情報の更新があった場合は速やかにデータ出力して本部内で共有 

 する。 

・発災時報告・定時報告は定期的にデータを出力する。その際、本部長用、事務部門代表用、板書 

 担当者用、控え用など、複数枚印刷すると運用しやすい。 

 

15．施設担当（事務調整担当が指名する施設企画課職員またはその他事務職員２名以上） 

○主な業務 

・災害対策本部への通信機器・鍵の運搬 

・院内インフラに関する情報収集と報告 

・各管理業者との連絡調整 

・緊急設備点検 

 

○ポイント 

・施設企画課内のトランシーバー・MCA 無線等の通信機器および防災ロッカー等の鍵一式を災害対策

本部に運搬する。通信機器は医療調整担当に、鍵一式は事務調整担当に渡す。 

・各管理業者と連携を図り、電気（エレベーター、サーバー室の電気・空調）、燃料ガス（調理、 

 空調）、水道、下水、医療用ガス（酸素、圧縮空気、吸引）、通信などのライフラインの被害状況把  

 握と復旧への対策を行う。結果を第１回災害対策会議に報告する。 

・運転監視業者に屋上へリポートの設備等の被害確認および救命センターまでの搬送経路の安全確認  

 を指示する。収集した情報は随時、事務調整担当に報告する。 

 

16．配車担当（事務調整担当が指名する経理課職員またはその他事務職員２名以上） 

○主な業務 

・院外支援・派遣のための配車調整（車両およびドライバーの調達、スケジュール管理） 

・公用車の管理（鍵・ガソリン等の管理、災害派遣車両・緊急車両の登録など） 

・道路状況、給油可能なガソリンスタンドの調査と情報配信 

・トランシーバー等の通信機器の配布 

 

○ポイント 

・施設企画課もしくは医療調整担当がトランシーバー・PHS のセッティングを完了したら、至急、リ

ストの場所に配布する。 

・医療調整担当に、通信機器等の配布状況を報告する。 
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・発災時は病院所属車両の所在（院外にいる場合は帰着予定）と被害の有無を確認する。 

・燃料の残量を確認し可能な場合は給油しておく。 

・配車は緊急度、活動内容、現地の状況を勘案し、事務調整担当と適時調整しながら決定する。 

・災害直後に配車に関する業務が生じない期間は、事務部門担当副本部長または事務調整担当の指示 

 に従い、他の担当の業務等にまわる。 

 

17．物資担当（事務調整担当が指名する経理課、施設企画課職員またはその他事務職員 

        ２名以上） 

○主な業務 

・支援物資管理およびリスト化（搬入元、個数、品名など）、本部内での周知 

・支援物資保管先の確保と管理 

・支援物資搬出入作業と作業人員の調整 

・職員食の追加配分 

 

○ポイント 

・施設担当が確認した院内の被害状況を共有し、支援物資の受入れが可能なスペースを 

 確認しておく。 

・職員食の不足状況を適時確認のうえ、状況に応じた追加配分を行う。 

・震災直後の配車・支援物資に関する業務が生じない期間は、事務部門担当副本部長または事務調整 

 担当の指示に従い、他の担当の業務等にまわる。 

 

18．広報・記録担当（事務調整担当が指名する総務係広報担当者、広報室員２名以上） 

 

○主な業務 

・本部内、病院各所のカメラ・ビデオカメラによる記録 

・マスコミ対応 

・WEB、マスコミ等を通じた情報発信 

・各メディアで流された情報のチェックと記録 

 

○ポイント 

・診療停止、通常診療再開などの重要な情報は TV 局、新聞社などマスコミを通じて広く発信する。 

・メディアからの情報を随時チェックし、情報に誤りがあった場合は正しい情報に訂正する。 

・広報室員は本部に常駐してマスコミ対応や病院情報の発信等を担当し、総務係広報担当者は 

 院内各所の活動記録を担当する。対応にあたって十分な人員がある場合はこれに限らず、人手が 

 不足している業務に回る。 

・マスコミ等からの依頼や取材申込があった場合、必ず本部長の判断を得たうえで対応を進める。 

・災害時に病院各所の状況を記録することは、後からの検証に重要であるため、記録した時間と場所 

 がわかるよう注意しながら、本部業務とは独立して記録係に徹する。 

・被害状況や活動の様子を収めた記録は非常に重要であるため、記録係に任命された者は災害急性期 

 のなかにあっても撮影に徹し、より多くの記録を収めるように心掛ける。 

 

19．医療調整担当（災害対策本部長が指名する災害対策委員または DMAT 隊員３名以上 

なお、他機関の支援 DMAT に本部業務支援を依頼してもよい） 

○主な業務 

・EMIS、MCA 無線、衛星電話回線を用いた情報収受 

・被災地病院等との広域医療搬送、地域医療搬送に関する調整 

・その他本部内の業務を医療、事務など職種横断的な調整 

・他機関 DMAT や支援チームとの調整 
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・EMIS の入力と EMIS 情報の活用 

・以下の情報を収集する 

 a.県内医療機関と支援 DMAT チームの情報を把握 

 b.医療ニーズの把握と、支援体制の構築 

 c.周辺避難所での健康・衛生状態アセスメント 

 d.必要な支援物資、代替人員の手配 

 e.宮城県災害対策本部との上記情報共有 

○ポイント 

・施設企画課からトランシーバー、MCA 無線等の通信機器を受け取った後、作動を確認する。 

・施設企画課が災害対策本部に設置した防災行政無線の通信確認をする。 

・他機関からの支援チームの調整役を務める。 

・EMIS に本院の被害状況を速やかに入力するとともに、EMIS 上に随時掲載される被災地の状況把握 

  を行う。 

 

20．食糧担当（入院患者食担当）（栄養管理室長または栄養管理室長が任命した職員）    

○主な業務 

・入院患者食担当：入院患者食提供業務を統括する 

○ポイント（入院患者食） 

・第１回災害対策会議までに以下について情報収集を行い、報告を行う 

 →栄養管理室職員と委託業者の勤務状況 

 →栄養管理室職員の安否 

 →調理施設（ガス、水道、電気）・設備被害状況 

 →備蓄状況 

～第１回災害対策会議終了後～ 

・以下の情報を収集する 

 →設備復旧の見通し 

 →契約業者の被災状況・復旧の見通し 

・以下の対応をする 

 →国立大学病院ネットワークへの協力依頼 

 →多数患者受け入れの際の食事対応 

 →支援物資（入院患者用）受入のための人員配置 

 →関連学会との調整及び情報収受 

 →職員の栄養管理に関して専門的見地からのアドバイス 

 →栄養管理室職員の休息・食事・交代についての検討 

 

21．食糧担当（職員用非常食担当） （施設企画課長または施設企画課長が任命した職員） 

○主な業務 

・職員非常食担当：職員用非常食提供業務を統括する 

○ポイント（入院患者食） 

・職員用非常食提供の準備（毎年度更新）、支援物資（職員用・外来患者用）受入の対応 
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22．災害対策本部長秘書（総合地域医療教育支援部秘書） 

○主な業務 

・本部長の事務業務を補佐する。 

○ポイント 

・（本部長クロノロを記載する） 

・本部長の依頼に応じて、以下の業務を行う 

→電話応対 

→物品調達 

→伝令 

→その他、雑務一般 

・休息・食事・交代については災害ゼネラルマネージャーに相談する 
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〇 本部構成員一覧表
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【資料編】 
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本部構成員招集フロー 休日・夜間の発災で自動設置ではない場合 
（想定される例）局地災害、宮城県外での大災害 

 

本部構成員、関係者

登院し、東病棟4階第5会議室の設営、運用開始

被害状況集約チーム事務担当（施設企画課・総務課）

被害状況集約チームとして活動

本部設置指示を受けて災害対策本部構成員の招集（本部MLへ招集メール発出）

時間外窓口職員（ニチイ学館職員）

②総務課長・医事課長・
施設企画課長へ連絡

③各課長より各課内へ連絡

時間外窓口職員（ニチイ学館職員）

①緊急連絡網への連絡（連絡網は総務係が作成）

救命救急センターＡ勤リーダー・夜勤師長

相談～本部立ち上げの決定・立ち上げの連絡
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通信設備 
 

【電話】 

 

１）本部用回線 

 外線番号：022-717-7100（代表） 

 内線番号：3103、3104、3105、（8667） 

  ・平時は電話機が接続されておらず、非常時のみ使用 

  ・7100 が通話中の場合、3103 以下の番号にスライドして接続される 

  ・外線番号、内線番号ともに外部への発信が可能 

  ・内線番号は外部からの着信不可 

  ・8667 は外来支部（8666）との専用回線とする。 

        円滑かつ確実な情報共有のため、災害対策本部と外来支部との連絡は原則として専用回 

線を使用することとし、Web 接続は会議目的に限定する。 

 

２）衛星携帯電話回線 

番号：080-1660-5567 

 ・本体は西病棟屋上機械室内に設置され、本体でも通話可能 

 ・通話には若干のタイムラグが生じる 

 ・インターネットも使用可能であるが、回線速度は遅い 

 ・平時はロッカーに保管。非常時に本部北側の専用ジャックに接続し、使用する 

 

３）災害時優先電話回線（警備員室東側・モニター下付近に設置） 

 

 ・災害時優先電話は、該当番号からの発信のみが優先される。 

 ・通話中は一般回線同様「話し中」の状態になり、着信しなくなる 

 ・以上より、本回線は発信専用とし、基本的に外部に番号の公表はしないこと 

 

４）第５会議室用内線電話回線 

内線番号：3792 

 ・平時より、第５会議室に割り当てられている内線番号 

 ・壁付の電話機２台でのみ使用可能 

 ・外部から着信不可、外部への発信可 

 

 

５）MCA 無線 

グループ 3 個別番号 221 施設企画課企画係 ⇔ 高度救命救急センター 

 グループ 3 個別番号 204 警備員室 

 グループ 2 個別番号 003 血液浄化療法部 

  ・各無線機がグループ（１：医師会、２：透析施設、３：災害拠点病院など）に分けて登録

されている（詳細別紙）。 

  ・当院はグループ 2・3 に所属しており、所属した機種から発信するとそれぞれ、グループ

2・グループ３全体への通信となる 

  ・個別の相手と通信したい場合は【個別送信】の操作が必要 

   ※【資料集】P２９.～３１を参照する。 

 

６）仙台市防災行政無線 

  当院では、関係機関での情報通信連絡用に使用するデジタル移動通信系の無線を所有 

している。 

 使用方法は P.２８の図を参照する。 



 

28 
 

 

 

 

【メール】 
 

 院外向け：（EMIS 上にて公開）  

      医療に関すること：disaster_management_tuh@grp.tohoku.ac.jp 

      事務手続きに関すること：hos-kika@grp.tohoku.ac.jp 

 

院内向け：（本部・支部構成員への連絡用）  

災害対策本部：saigai@gmail.com 

     外来支部：saigai_gairai@gmail.com 

 

  ・院外、院内には各々専用のアドレスを公表して使い分け、メールの混在を避ける 

・院内全体への連絡は原則として院内放送、グループウェア掲示板、本部前掲示とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:disaster_management_tuh@grp.tohoku.ac.jp
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仙台市行政用防災無線の接続方法 
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聞き逃しがないよう必ず繰り返す 

「復旧」を押さない限り、防災センターから放送ができないので、必ず最後に「復旧」すること。 

 

 

 

 

個別 登録
A 東西病棟・南病棟 旧西病棟・旧RI棟 A
B B

A 中央診療棟・PET棟・MR-CT棟 仮管理棟 A A/B チャイム
B B

A 医学部2、3号館・臨床講義棟 A
B B 復旧 一斉

A ホスピタルモール、中央廊下、サービス棟 A
B B

放送
A 外来診療棟A、B、C・仮外来診療棟 緊急一斉放送 A
B B

操作手順

放送エリア選択スイッチの０番（緊急一斉放送）又は一斉スイッチを押す

チャイムスイッチを押す

放送スイッチを押しながら放送する

チャイムスイッチを押す

復旧スイッチを押して終了

０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

１

２

３

４

５

【全館放送設備】 
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アナウンス例文集（警備員室からの放送内容は P36-P37 参照） 

文例１：参集～災害対策本部設置開始および初動報告作成のアナウンス 

 災害対策本部よりお知らせいたします。只今、東病棟４階 第 5 会議室で本部の設置を開始し

ました。各部署は被害状況や診療機能などを確認し、発災時報告書の作成を開始して下さい。 

 続いて、院内の患者さまへお知らせいたします。本院は、建築基準法に定める水準より高い耐

震性を持つ構造となっております。まず、ご自身の安全確保を行ったあと、病院職員の指示に従

い、落ち着いて行動して下さい。 

文例２：災害対策本部設置完了の宣言～発災時報告書の提出要請 

 災害対策本部よりお知らせいたします。○○時○○分をもって、東病棟４階 第 5 会議室に災

害対策本部を設置いたしました。 

 今後の方針を決定いたしますので、各部署はこれより１５分以内に災害対策本部へ発災時報告

書を提出して下さい。なお、方針を決定し次第再度放送にてお伝えいたします。 

文例３：災害レベルの決定 

 災害対策本部よりお知らせいたします。各所からの発災時報告書および周辺の被害状況等を考

慮した結果、当院における災害レベルを○○と設定いたしましたのでお知らせいたします。（災害

レベルの詳細が決まり次第文言を変更） 

文例４：災害対策会議の開催 

 災害対策本部よりお知らせいたします。本日○○時○○分（初回の時間）より、災害対策会議

を開催しますので、院内の全部署より代表者１名以上のご出席をお願いいたします。ご出席にな

った代表者の方は、災害対策会議の情報を自部署内で周知、共有を行って下さい。また開始１０

分前までに、災害対策本部へ定時報告書を提出してください。 

 なお、次回以降は朝 8：00、夕方 16：00 の２回、東病棟４階 第５会議室の災害対策本部

にて開催いたしますので、継続してご出席願います。 

 

文例５：職員派遣センター・ボランティアセンターの設置完了と募集 

 病院職員のみなさまに、連絡いたします。ただいま、病棟２階エレベーターホール近辺に、職

員派遣センターと、ボランティアセンターが、設置されました。現在発生している災害への対応

に、ご協力いただける方は、病棟２階エレベーターホール近辺の、職員派遣センター、ボランテ

ィアセンターへ、お集まりください。 
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○本部で活動する際の留意事項【事務職員向け】 
 

１）本部立ち上げまで 

 ・設営は指示を待たない 

参集した職員は、災害対策マニュアルの本部座席表（本部ロッカーに壁面貼り出し用のも

のがあります）を参考にしながら速やかに設営を開始します。本部長や上司など指示を行う

者が参集していない場合でも設営は進めることが出来ますので、誰かの指示を待たずに作業

を進めることが素早い本部立ち上げに繋がります。また、不明な点があった場合は一人で悩

まず、周囲に意見を求めながら、なるべく手を止めずに作業を継続することが重要です。 

 

 ・設営中も情報共有を 

   本部立ち上げにあたって準備するものとして、テーブル、椅子、PC、プリンター、ホワ

イトボード、ライティングペーパー、電話機、衛星携帯用電話機、テレビがあります。複数

の人間が並行して作業を行いますので、「PC すべて立ち上げ終了、ネットに繋がっていま

す」、「電話機接続 OK です」など、声を出しながら作業を進めることで本部設営の進捗状況

がおおまかに共有できます。 

 

２）本部内での行動 

 ・動線に注意する 

   本部内では複数の職種、多数の職員が活動しています。そのうえＰＣや電話、プリンター

などの配線が入り組んでいるため、席から席の移動、印刷物を取りに行く場合などは周囲に

気を配ることが大切です。 

 また、電話線、LAN ケーブルなどは可能な限り養生して、つまずきなどを防止すること

も重要です。 

 

 ・電話は復唱が基本 

   本部において、電話による情報の収受は頻度が高く、非常に重要です。聞き間違いの防

止、近辺の人間が情報を共有できるように、連絡元や内容の５Ｗ１Ｈなど、電話の要旨は大

きめの声を出して復唱することを心がけましょう。 

 

  （例）はい、本部です。宮城県庁の佐藤様ですね。いつもお世話になっております。 

     酸素ボンベ、3００Ｌの物を 5 本、玄関前に１５時にお届け頂けるのですね？ 

 

   重要な電話だと判断した場合は周囲の人間に板書役をお願いし、要点を復唱しながら電話

応対と並行してクロノロの記載を行うと効果的です。災害時においては一度の連絡、通話が

非常に貴重であり、的確な情報を残すことが重要ですので、先方の名前、電話番号、日時、

商品の規格などの聞き間違い、伝達ミスには十分留意しましょう。 

 

 ・案件の重要性に応じて情報は積極的に取りに行く 

   災害時においては案件の重要性によって、入ってくる情報を受けるだけでなく、情報を積

極的に取りに行くことが求められます。 

  

 （例） 第一対応：１２時、県庁より酸素ボンベ（300Ｌ）を 5 本、15 時に玄関前に搬入

する旨電話連絡有 

     第二対応：本部内にいたスタッフＡに搬入がある旨を伝え、対応を依頼した 

     第三対応：15 時 10 分、スタッフＡに対応状況を聴取し、予定通り搬入があった旨

情報を得た 

 ・平時の専門性にとらわれない、業務は自らの意思で積極的に見つけていく 

   平時では、医事課は医事業務、経理課は経理業務と業務の住み分けがなされ、各自が各々

の業務を執行しています。しかし、災害時、とくに本部内では必要とされる業務の専門性が

偏りがちです。 
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   電話対応、クロノロジー板書などの庶務的な作業や、医療者との橋渡しなど、経験のない

業務に割り当たる場合もあると思いますが、平時の専門性にとらわれることなく互いに協力

して、積極的に取り組むことが重要です。また、そうした経験のない業務を与えられたスタ

ッフに対して、周囲がサポートできるよう、事務部門担当副本部長、事務調整担当を中心と

してチームワークを発揮することが重要です。 

 

   業務が偏在することにより、一時的に多忙になるスタッフと閑暇になるスタッフが本部内

で混在する場合があります。一部のスタッフの業務が停滞することで本部の活動も停滞する

ことも考えられますので、周囲を見渡し、人員が不足している場所や業務が多忙となってい

る場所を積極的に見つけ、指揮命令系統の承認を取ってフォローに入ることも、各個人レベ

ルから動き出すことができる良い対応となります。 

 

但し、災害対応はいつまで続くか見通しが非常につきづらいので、バーンアウトしないよ

う、支え合いながら個々がペース配分したり、管理者が適切にケアしたりする必要がありま

す。事務部門担当副本部長、事務調整担当の方々は必要に応じて人員配置のコントロールや

ローテーション体制などについても考慮してください。 

 

３）クロノロジーの基本 

   情報、出来事、顛末などを継時的に記録することを総じてクロノロジーと呼びます。多く

の情報元から様々な情報が集まる本部においては、いつ、どこで、何が起こり、どのような

状態になっているのかを示すクロノロジーはとても重要な役割を果たします。また、災害対

応が平常化し通常業務に復帰した後も、対応の検証や記録集の編纂を行う際にも、クロノロ

ジーは貴重な情報源となります。 

   出来事によって、単に事実を記録するだけでよい場合と、情報元やその後の対応状況まで

記載すべき場合がある点に注意が必要です。また、電話の応対同様、字句や人名の間違い、

記入漏れが無いように注意しましょう。 

 

 （例）11 時 30 分、本部設置完了。その後、12 時に本部に入電。 

    電話担当「はい、本部です。県庁の佐藤様。いつもお世話になっております。酸素ボン

ベ、3００Ｌを 5 本、玄関前に１５時にお届け頂けるのですね？トラックは

１台ですね、了解しました。ご連絡ありがとうござました。」 

    電話担当「スタッフＡくん、申し訳ないけれど、15 時に県庁のトラックが１台入っ

て、300Ｌの酸素ボンベを 5 本搬入するから人手を募って対応にあたって

もらえないだろうか。」 

    スタッフＡ「承知しました。」 

     

～15 時 10 分～ 

    電話担当「スタッフＡくん、12 時に依頼した県庁から酸素ボンベが搬入される件だけ

ど、その後どうなっただろうか。」 

    スタッフＡ「予定通りに到着しましたので、スタッフ５人で対応にあたりました。搬入

の際に余りが出たということで、予定より 1 本多い 300Ｌの酸素 6 本が西

病棟地下２階に置いてあります。」 

    電話担当「お疲れ様。対応ありがとうございました。」 

 

 

【クロノロジー記入例】 

時間 発信元 発信先 内容 対応・結果 

11：30   本部設置完了 全館放送済み 

12：00 宮城県庁 

佐藤 

本部 県庁佐藤さんからＴＥＬ 電話担当が応対、スタ

ッフＡが対応にあたる 

単に出来事を記録した 
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15 時にトラック１台で 300Ｌの酸素ボ

ンベ 5 本を搬送する旨連絡あり 

15：00   県庁から酸素ボンベが到着 

予定より１本多い酸素ボンベ 6 本を西病

棟地下２階に搬入した 

対応終了 

 

  

詳細・経過まで記録した 
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【参考資料】東日本大震災当時のクロノロジー 

 
※当時のクロノロには情報の発信元、発信先が明示されていなかった 
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４）メモについて 

本部内には所定のメモ用紙が準備してあります。 

 

◇メモの記載について 

様式の全項目を記入するとクロノロ転記等に使用する基本的な情報が揃うので、 

漏れが無いよう注意して記入してください。 

 

◇メモの動きについて 

【共通】 

 （1）情報を受けた者（記入者） 主：庶務担当（電話受担当） 

⇒記入漏れの無いよう留意して記載する（様式二重線枠部分）。 

 （2）本部長・事務部門代表など上位者 取次：事務調整担当 

  ⇒情報を受けて対応の要否および可否について判断し、その後の対応を指示する。 

 

【対応が必要ない場合】 

 （3）本部庶務担当（クロノロ記載担当） 

  ⇒上位者または事務調整担当の指示によりクロノロに転記を行い、メモ用紙の「クロノロ転

記」、 

「転記者氏名」各欄にそれぞれチェックと署名をする。その後、メモ用紙を事務調整担当

に渡す。 

 （4）事務調整担当 

  ⇒対応が不要であることを確認し、「対応完了時刻」「対応欄記入者」へ記入のうえ、対応終

了したメモ用紙をまとめて保管する。 

 

【対応が必要である場合】 

 （3）対応者（上位者または事務調整担当より対応の指示を受けた者） 

⇒上位者または事務調整担当に指示を受けた者は、対応者として速やかに対応にあたり、対

応終了後は上位者または事務調整担当に報告する。報告を受けた上位者または事務調整担当

はその後、「対応内容」欄に記入のうえ、本部庶務担当者にメモを渡してクロノロへの転記を

依頼する。 

 （4）本部庶務担当（クロノロ記載担当） 

  ⇒対応者の依頼によりクロノロに転記を行い、メモ用紙の「クロノロ転記」、「転記者指名」

各欄にそれぞれチェッ 

クと署名をする。その後、メモ用紙を上位者または事務調整担当に返す。 

 （5）上位者または事務調整担当 

  ⇒メモ用紙の「対応完了時刻」「対応欄記入者」へ記入のうえ、対応終了したメモ用紙をまと

めて保管する。 

 

ポイント 

 ・医療に関わる内容か、それ以外の内容かで大まかにでもメモを分類し、適切な取次を行う。 

 ・「クロノロ転記」「転記者指名」欄へのチェックと署名は、クロノロに転記した者が行う。 

 ・「対応内容」「対応完了時刻」「対応欄記入者」欄への記入は、上位者または事務調整担当が行 

う。 

 ・対応終了まで時間を要する場合は、机のうえ、壁などにまとめて貼り出すなどし、「未対応の

案件がある」ことを分かりやすく整理する。 

 ・対応終了となったメモ用紙は、記載内容が外部に関する事項でも病院内情報集約担当者（庶

務担当・情報担当・施設担当にてアクションカードに基づき役割分担）が定期的に事務調整

担当から受理して一括保管し、クロノロとあわせて定期的に電子化し本部内へ共有する。 

 ・重要と思われる案件については、室内マイクを利用して全体に聞こえるような形をとりなが

ら対象者へ話しかけるなど、効果的な情報共有を意識しながら対応する。 
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